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税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置の延長について 
 
 

厚生労働省から、「税制改正の影響により介護保険料が大幅に上昇する者について、平

成１８年度及び平成１９年度に講じた保険料の激変緩和措置を平成２０年度も講ずるこ

とができるよう政令を整備し、１２月１２日に交付した」との通知があった。 
激変緩和措置の継続については、各保険者の判断によることとされている。 
中野区としては介護保険料が大幅に上昇することを避けるため、平成２０年度も継続実

施することとした。 
 
１ 保険料率（額） 
  平成１９年度の保険料率（額）とする。 
  
２ 対象者数（見込み） 
  平成２０年度   ４,９９１人   
 
３ 減額分保険料額 
  ３３,３０８千円 
     


